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－１－

はじめに

矢巾町水道事業基本計画策定にあたって

少子・高齢化、地球規模での環境問題、高度情報化、国際化、さ
らに多様化する生活様式や住民意識等、社会・経済情勢は大きく変
わりつつあります。
また、地方分権が進展し、地方自治においては明治以来の中央集

権型の行政システムが抜本的に見直され、「集権・統治」から「自
治・分権」型の行政システムに改められ、地域の行政は地域の住民
自身が決定し、その責任も自分達が負うという「自己決定と自己責
任」を基本理念とする地方自治の新たな仕組みが構築されました。
水道事業においても、この社会変化に対応すべく、安全性・安定

性に主眼をおいた水質管理の強化、老朽化した施設更新、多様化・
高度化する使用者ニーズへの対応、危機管理への体制強化等の課題
に対し積極的に取組まなければなりません。
このような中、まちづくりは正に町民が主役であり、町民の英知

や発想、地域や町に寄せる思い、行動力を基本に進めていくことが
重要です。
本町では、長期的観点から目指すべきまちづくりの基本理念を

「みんなでつくる うるおい豊かに 躍進するまち やはば」とす
る第６次矢巾町総合計画を策定していますが、矢巾町水道事業基本
計画もその実現にむけた具体的な計画に位置付けるものです。
計画策定にあたっては、水道事業が生活や社会経済活動を支える

重要なライフラインで、高い公共性を有していることから、積極的
に使用者の意見を反映させるため、アウトリーチを行いました。
使用者の視点での事業運営や使用者とのパートナーシップを基本

に、「お客様志向の事業運営」を目標として事業展開に協働の精神
を発揮してまいりたいと考えております。
終わりに、安全で快適なやすらぎのあるまちづくりの実現に向け、

また、次世代へ適正に水道を引き継ぐことができるよう、全職員全
力で取り組む決意であります。本計画策定にあたり、貴重な意見を
寄せていただいた皆様及び関係機関各位の適切なご指導・ご助言に
心より感謝申し上げます。



－２－

昭和４１年の供用開始以来、右肩上がりの社会・経済情
勢の中、２期にわたる拡張事業とそれに続く３次の拡張事
業により、水源の確保をはじめ、浄水場や配水管網など水
道施設の拡張整備や維持管理を適切に行い、安全・安定給
水に努めてきました。併せて、常に事業の効率化を図り、
健全財政に向けた経営をすることで一定の成果をあげてき
たところです。

しかしながら，社会・経済的要因による水需要の変化、
安全性やおいしさに対する使用者の関心の高まり、環境問
題の顕在化、地方分権の進展、協働型社会への意識の高ま
りなど，近年の水道事業を取り巻く状況は大きく変化して
きています。
このように社会・経済環境が大きく変化する中で、公衆

衛生の向上を図り、住民の生活において欠くことのできな
いライフラインとして安全で良質な水を安定して供給して
いくためには、事業経営の方向性を定めるための長期的な
事業計画を持つことが必要です。また、水道事業は高い公
共性を有していることから経
営のあり方について使用者と
協働のもとに理解を得ながら
推進していくことが不可欠で
す。

これらのことから、このた
び矢巾町水道事業基本計画を
策定しました。

１ 策定趣旨

１－１ 策定の趣旨



－３－

この水道事業基本計画は、第６次矢巾町総合計画との整合

性を図るため平成１８年度を初年度とし、平成２７年度を目標
年次とします。

１ 策定趣旨

平成２１年度までの水道事業財政計画は本計画の前期財政計画に
当たります。

平成２１年度までの集中改革プランは本計画の前期経営再構築の
計画に当たります。

１－２ 計画期間



－４－

１ 策定趣旨

この水道事業基本計画は、基本構想である「みんなでつ

くる うるおい豊かに 躍進するまち やはば」の実現に向
けた上位計画である第６次矢巾町総合計画の施策である「安
全で快適なやすらぎのあるまちづくり」の達成のための具体
的な個別計画となります。また、経営面については既に公表
している「矢巾町水道事業集中改革プラン」の内容を含むも
のです。

基本構想と各計画等の関係

基本構想を中心とした目標達成、問題解決のプログラ
ムと考え、業務棚卸による構造化を図ります。

１－３ 計画の位置づけ



－５－

２ 将来像の実現に向けて

２－１ 水道事業基本計画の目指すべき方向性

国際

環境

安心
すべての町民等が安心してお

いしく飲める水道水の供給

安定
いつでもどこでも安定的に

生活用水を確保

持続

地域特性にあった運営基盤の強化

需要者ニーズ等を踏まえた給水サー
ビスの充実

国際規格（ＩＳＯ）の基準の活用

矢巾町環境方針の推進

給

水

経経

営営

再構築 集中改革プランの推進

個別事務事業の展開個別事務事業の展開

経経

営営

－５－



２ 将来像の実現に向けて

変わること

変えていくこと

変わらないこと

２－２ 経営理念

－安全で快適なやすらぎのあるまちづくりの実現に向けて－

水道は、お客さまにとって不断にして必需のものです。創水道は、お客さまにとって不断にして必需のものです。創
設以来、水道は公衆衛生の向上を変わらない目標に、時代設以来、水道は公衆衛生の向上を変わらない目標に、時代
の要請とともに「質」「量」の向上を図ってきました。の要請とともに「質」「量」の向上を図ってきました。

これからも、時代の要請にこたえ、常に高い水準を目指これからも、時代の要請にこたえ、常に高い水準を目指
し変えていきます。し変えていきます。

公衆衛生の向上を変わらない目標に、安心・安全の水道公衆衛生の向上を変わらない目標に、安心・安全の水道
の供給に努めます。の供給に努めます。

現状に満足することなく、目標に向け自身が変わること現状に満足することなく、目標に向け自身が変わること
で付加価値の高いサービスを提供します。で付加価値の高いサービスを提供します。

－６－



２ 将来像の実現に向けて

２－３ 経営の再構築

岩手県矢巾町上下水道課

有効性・効率性有効性・効率性

地域貢献地域貢献環境

月次経営統制の実施

業務の構造化

拘束的な財政計画

階層化意思決定法

水道事業パブリックコメント

アウトリーチ

附帯事業の推進

ナレッジマネジメント

環境配慮水準の向上 地域貢献

集中改革プランにおける経営の三本柱

水道法上、水道事業は原則として市町村が経営するものとされ
ているものの、第三者委託の制度化をはじめ、ＰＦＩ手法や包括
的な民間委託にみられる公務の領域の変化やその担い手として水
道をビジネスとする外国企業の参入も取りざたされるなど、まさ
に転換期を迎えています。
このような状況下ではありますが、今後も地方公営企業として

責任をもって地域の発展に寄与していくため全力を尽くしていき
ます。
本町では、今後の水道事業をデザインするにあたって、避ける

ことのできない課題に対し集中改革プランにおける経営の三本柱
で示すマネジメントを行いその解決を図っていきます。

－７－



３ 矢巾町の概要と水道事業の沿革

３－１ 矢巾町の概要

本町は、岩手県の内陸ほぼ中央に位置し、東西約１３.３ｋｍ、南北
約９.８ｋｍ、総面積は６７.２８ｍ２で県内では２番目に小さい自治
体です。
町の西側は、赤林山、南昌山、東根山といった８００m～９００m級

の山地がありますが、西側を除き概ね北上盆地の平地であり、そこに
田園地帯と市街地が形成されています。

本町の人口は、平成１７年１０月１日現在（国勢調査速報値）、２７,０８５人、
世帯数は８,３８０世帯となっており、町中央部の矢幅駅周辺と町東部の国道４

号沿い、さらには町北西部に集中しており、そのほかは農業振興地域内に集
落が点在しています。

－８－



昭和３０年代、当時の矢巾村は、一部の地域を除いて大部分のとこ
ろでは飲料水の水質が悪かったといわれています。地下水は鉄分が多
く、昭和期まで河川水を飲用する家も多く、しばしば伝染病が大流行
する原因となっていました。
したがって、水道整備に対する要望は多くありましたが、矢巾村は

旧南部盛岡藩の特徴ともいえる典型的な散居集落であり、水源と工事
費の採算性などから慎重な対応とならざるを得ませんでした。
昭和３７（１９６２）年から村内の各家庭の水質や水道整備に対す

る要望などの調査を行い、昭和３８（１９６３）年からの新村建設５
か年計画に盛り込み、本格的な水源探査を実施しました。和味、煙山、
高田の三か所の調査により、高田前野地区から良質な地下水が大量に
採水できる見込みがつき、そこを水源とすることとなりました。
特別会計事業として、昭和３８（１９６３）年１２月２３日に事業

創設認可を受け水源工事、昭和４１（１９６６）年４月１日から給水
管工事に着手し、村営上水道による給水を開始し、これが矢巾町にお
ける水道の始まりとなりました。また、町制施行後、昭和４２年に地
方公営企業法適用により矢巾町水道事業所が新設されました。
給水対象地区は、水源となった高田前野が北上川隣接地であり、ポ

ンプで圧送することから、揚程を考慮して標高約１４０ｍを流れる鹿
妻幹線水路より東側となりました。当時は、計画給水人口１０，００
０人、計画１日最大給水量２，０００立方メートル／日の規模で創設
されました。また、矢巾町水道の給水開始以前より、紫波町水道から
給水を受けていた太田地区は、引き続き紫波町水道から給水を受ける
こととなりました。
太田地区が紫波町水道から給水を受けることになった経緯は、古く

から太田地区の一部住民が、水分神社湧水の水利関係者であったから
でした。紫波町に山王海ダム（昭和２９年完成）が完成し農業用水が
確保されてからは、湧水の一部を水道として利用することとなり、水
利権を有する太田地区もこの給水を受けることとなりました。太田地
区の給水は、昭和３９（１９６４）年から開始しています。また、盛
岡市と矢巾町にまたがる岩手流通センターは、起工した昭和４６（１
９７１）年当時から盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合（当時は矢巾
町・都南村都市計画事業等組合）による上水道・下水道専用施設の管
理となりました。

３－２ 水道事業の沿革

３ 矢巾町の概要と水道事業の沿革

－９－



水道普及率は、昭和４３（１９６８）年が５６．７％であったもの
が、昭和４８（１９７３）年には７０％まで上昇しました。その間、
紫波町高水寺の稲村・欠上り地区への給水開始、都南村見前への流域
下水道工事による家庭用井戸枯れに伴う臨時給水などがありました。
また、水道設置の消火栓により防災能力は格段に向上し、特に冬期間
の初期消火に貢献しました。
昭和４８（１９７３）年になると、給水量の増大により、赤林、煙

山、室岡地区等の末端高台地では断水が起こり始めました。そこで、
全町給水を行う第二次拡張を計画することになりました。当初の計画
では、矢巾町の将来人口３万人に見合う水源を探査するとともに、給
水計画人口を１８，０００人、計画１日最大給水量を９，１００立方
メートル／日と定めました。水源調査は岩手大学に依頼し、煙山清水
野地区付近を有力水源地とし、更にテストボーリングを重ねて、昭和
４９年（１９７４）より本格的な削井工事に入り、三本の良質な深井
戸の掘削に成功しました。
この頃、岩手県住宅供給公社では、都南村湯沢地区に住宅団地を昭

和５０（１９７５）年から造成中でしたが水道用水の水源が無く、矢
巾町水道に給水の依頼がありました。
これにより計画人口を４，０００人分拡張するため、更に深井戸１

本を掘削しています。その後、平成１４年３月まで給水を行い、盛岡
市水道に移管されました。
西部浄水場は、煙山ダムを一望にできる湖畔に矢巾観光開発会社が

取得済の用地をあて、１日浄水能力６，１００立方メートルの近代的
施設として昭和５０（１９７５）年８月７日完成しました。配水塔は、
矢巾温泉の地標高２７５．７ｍに設置され、和味、南昌、広宮沢地区、
湯沢団地の山麓地に配水しました。
以上の第二次拡張施設は総額１０億２，２００万円を投じ、昭和５

４年３月竣工しました。これによって、当時、県下ではまれに見る全
町くまなく給水できる体制が矢巾町に整備されました。
その後、更なる人口増に備え、平成２年から第三次拡張工事により、

平成４年３月の東部浄水場の増設、平成９年３月の新西部浄水場の完
成により、現在に至っています。
利用者の方々に安全な水を届けるため、始まった矢巾町水道は日量

８千立方メートル、普及率９７．２％とほぼ全域に給水しています。

－１０－

３ 矢巾町の概要と水道事業の沿革



４ 矢巾町水道事業の検証

本町の水道は、昭和４１年に供用を開始し、高度経済成長期に
おける人口の増加に加え、生活水準の向上、経済活動の拡大など
の結果、急速に発展してきました。
しかし、近年は人口増加の鈍化や少子高齢化の進展による世帯

構成の変化，節水型機器の普及などによる節水の広まり等の影響
により、水需要の伸びは従来に比べて小さくなってきています。
一方、水質については、厳しい目が向けられており、浄水器や

ミネラルウォーターが普及するなど，その安全性やおいしさに対
する関心は非常に高くなっています。
このように、使用者は量の確保は当然のこと、安全性やおいし

さなど水質の向上を求めており、より安全で良質な水の供給を続
けていくことが必要になってきています。

４－１ 水需要の変化
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４ 矢巾町水道事業の検証

４－２ 配水量・給水量
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４ 矢巾町水道事業の検証

配水量・有収水量と有収率の推移
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４－３ 取水量・有収水量と有収率の推移

４－４ 計画給水人口と給水人口の推移
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矢巾町は、西部に標高８４８ｍの南昌山があり、その麓に広が
る緩やかな盆地です。西部と東部での高低差があるため、ＪＲ東
北本線を境に西部と東部の２つの給水区域に分け、安定給水を
行っております。

５－１ 矢巾町水道事業の施設概要図

５ 矢巾町水道事業の給水区域
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６ 資産の状況

６－１ 東部浄水場

東部浄水場は、ＪＲ東北本線を境に東側の地域に給水し
ています。

この浄水場は、既設系と新設系で浄水処理され、既設系
は、浅井戸（第１号、第２号取水井）を水源とし導水管を
通じて浄水場内へ導かれ、薬品注入後にろ過機を通過し配
水池に送られます。また、新設系は、深井戸（第５号、第
６号取水井）を水源とし導水管を通じて浄水場内へ導かれ、
着水井、原水ポンプ井で流量を調整し、最初のろ過機で鉄
分を取り除き、薬品注入後に次のろ過機でマンガン分や色
度を取り除いて配水池に送られます。この浄水場は、ＰＨ
調整、赤水防止対策と
して、消石灰注入設備
を設けており、浄水
処理された水に消石灰
を注入して、弱アルカ
リ性の水道水として配
水池に貯えています。

浄水場からは、６台
の配水ポンプにより圧
送方式で東部地区の給
水区域へ給水されます。
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６－２ 西部浄水場

西部浄水場は、ＪＲ東北本線を境に西側の地域に給水し
ています。この浄水場は、深井戸を水源とし、導水管を
通じて浄水処理施設棟内の着水井に送られ浄水処理が始
まります。 原水は急速混和池で薬品（次亜塩素酸ナト
リウムとパック）の注入が行われ、フロック形成池で機
械攪拌されながらフロック（凝集体ゴミのようなもの）
を大きくし、次の傾斜板沈殿池にてフロックは凝集沈殿
します。

フロックが除去され
た上澄水は急速ろ過し、
きれいな水となります。
最後に塩素を注入して
消毒し、衛生的に安全
な水として配水池に送
られ配水管を通って各
家庭に運ばれ、皆様に
ご利用いただくことに
なります。

６ 資産の状況
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６ 資産の状況

資産の種類 年度末現在高 減価償却累計額
年 度 末
償却未済高

円 円 円

土地 113,760,755 0 113,760,755

施設用地 113,760,755 0 113,760,755

建物 966,393,197 146,930,533 819,462,664

施設用建物 965,453,197 146,754,565 818,698,632

倉庫車庫用建物 940,000 175,968 764,032

構築物 4,807,890,296 1,328,822,828 3,479,067,468

原水設備 530,379,742 145,793,853 384,585,889

浄水設備 425,570,013 58,690,397 366,879,616

配水設備 3,703,599,929 1,082,570,087 2,621,029,842

諸設備 148,340,612 41,768,491 106,572,121

機械及び装置 1,522,053,768 698,797,916 823,255,852

電気設備 645,750,656 258,158,629 387,592,027

計測設備 59,825,115 54,181,859 5,643,256

ポンプ設備 100,183,879 60,700,421 39,483,458

処理機械設備 495,852,829 250,763,701 245,089,128

メーター 67,352,167 18,486,744 48,865,423

その他機械装置 153,089,122 56,506,562 96,582,560

車両運搬具 12,811,032 8,449,280 4,361,752

工具、器具及び備品 5,382,980 480,753 4,902,227

建設仮勘定 0 0 0

7,428,292,028 2,183,481,310 5,244,810,718

６－３ 平成１７年度決算時における有形固定資産
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６－４ 有形固定資産減価償却率

６ 資産の状況

有形固定資産減価償却率については、給水人口規模の大
きい事業者が高くなっており、特に都及び指定都市は高い数
値を示しています。これは一般に給水人口規模の大きい事業
の方が、供用開始年度が古く年数を経過した資産が多いこと
から、減価償却が比較的進んでいることによるものと考えら
れます。本町においても一貫して上昇していますが、同規模
団体と同水準です。
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６－５ 施設利用率

６ 資産の状況

国立社会保障・人口問題研究所の推定では、今後も矢巾
町の人口は増加していくとされています。
少子化に伴う人口の減少が社会的問題となるなか、その傾

向は他の多くの自治体と異なっていると言えます。
第３次拡張事業でも、給水人口の増加、水需要の増加を見

込んでおり、それに対応する能力の浄水施設を整備している
ことから、同規模事業者より低い水準となっています。
なお、施設利用率は、今後のまちの発展に伴い効率的な水

準に達すると予測しています。
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施設利用率で述べたとおり、第３次拡張事業では、給水
人口の増加、水需要の増加を見込んでおり、それに対応する
能力の浄水施設を整備していることから、同規模事業者より
低い水準となっています。

なお、最大稼働率もまちの発展に伴い高まると予測してい
ます。

６－６ 最大稼働率

６ 資産の状況
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６－７ 固定資産使用効率

６ 資産の状況

施設全般にわたる検証を行い、これまで遊休資産の徐
却を計画的に進めてきた結果、平成１４年度から一貫して
配水管使用効率が上昇しています。
今後も、業務再構築に向け、ひきつづき改善していくこと
としています。
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６－８ 配水管使用効率

６ 資産の状況

都市の規模が小さくなるにしたがって、配水管使用効率
は低下します。これは、単に非効率というのではなく、む
しろ地域の特性といえるものです。

本町の普及率は９７％を超えており、導送配水管の延長
が飛躍的に伸びることはありません。一方、水需要の増加
については見込まれますので、この指標が高くなることは
予想されますが、地域特性、すなわち矢巾の地勢やまちづ
くりのなかで最適な施設整備を計画的に進めます。
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６ 資産の状況

６－９ 資産の状況のまとめ

本町の浄水施設は、概ね整備が完了しており、今後はま
ちづくりの進展に併せ、給・配水管網の整備を推進してい
きます。施設の稼働率の低さなどは、効果的に浄水施設の
建設投資を行うために、まちづくりに先行して整備をした
ものです。

本町では、第６次矢巾町総合計画において安全で快適な
やすらぎのあるまちづくりの実現に向けて施策を展開して
いくこととしており、給・配水施設の整備促進を図り平成
２２年度に普及率１００％目指します。したがって、施設
稼動率等も今後改善する見込みです。

本計画期間においては、新たな浄水場の建設の予定はな
く、給・配水施設の適切な時期の整備、加えて資産の維持
管理が今後のテーマとなります。

以上のことから、次の施策を展開し、その具体的個別事
業は、第３次拡張事業等で次の事項を重点的に推進します。

簗川ダムからの取水計画に基づいた上水道の供給を推進します。
新たな水源の確保に努めます。

平成２２年度に普及率１００％を目指します。
東西連絡管などの給・配水管網の整備を進めます。
漏水防止対策に取り組みます。
有収率の向上に努めます。
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７ 経営の状況

７－１ 経営資本営業利益率
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経営資本営業利益率の推移は平成１２年度以降連続して悪
化していましたが平成１６年度において０．０７ポイントの
改善がみられ、さらに平成１７年度に０．４５ポイント上昇
しました。平成１７年度における２.０１％は、県内の近隣・
同規模事業体と同水準となっています。

経営資本営業利益率の推移に関する分析を進めるためには、
経営資本営業利益率を、営業収益営業利益率及び経営資本回転
率に分解し、それぞれの推移と水準についてみる必要があります。
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７ 経営の状況

７－２ 経営資本回転率

経営資本回転率の推移は、平成１２年度から平成１７年度
まで０.０９で一定しています。
この比率の分母・分子である経営資本と営業収益について

個別で検討すると平成１３年度までは営業収益は増加してい
ましたが、平成１４年度から盛岡市への浄水供給を行わない
こととしたため給水収益は減少しました。
平成１６年度は、夏期の気温が高温に推移したこと、大口

需要者の増加等が要因で給水収益の増加が見られました。
一方、平成１７年度の経営資本については平成１２年度以

降、最も低い数値となっています。
経営資本回転率の改善のためには、営業収益の増加を図る

と同時に、経営資本の内容について、非効率なものがないか
を吟味し、経営資本の規模について再考する必要があります。
なお、県内の近隣・同規模事業体の平均を上回る数値と

なっています。
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７ 経営の状況

７－３ 営業収益営業利益率

営業収益の趨勢は、その源泉である水道料金が縮小傾向に
あります。したがって、その値上げ若しくは料金値上げ効果
に相当する新たな附帯事業の創出、又は、低下率を上回る費
用の削減率を達成しなければならないことになります。
これとは別に、平成１４年度から平成１５年度の推移を見

ると、配水量が減少しても、有収率の向上、すなわち効率性
を高めることにより、資源を収入に結びつけることが可能と
なります。
本町では、このことに着目して、取組みを積極的に行って

きました。その結果、平成１７年度は事業開始以来最高値の
９５．９％を達成しました。
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７ 経営の状況

経営資本営業利益率を、経営資本回転率と営業収益営業利
益率に分解して分析しましたが、最後にまとめとして経営資
本営業利益率の改善についていくつかのパターンを挙げなが
ら今後の業務再構築の方向性を示します。
経営資本営業利益率を改善するには、次のいずれかの方法

を選択して経営の再構築を実現されなければならないことに
なります。

① 経営資本の増加率＜営業収益の増加率＜営業利益の増加率
② 経営資本の減少、営業収益・営業利益を一定
③ 営業利益を増加（費用を削減する）経営資本営業収益を一定

水道事業は施設型の産業であること、また、総合計画におい
て普及率１００％を目標にしていることから、今後も経営資本
は増加します。

したがって、本町は①のパターンで経営の再構築をしていく
ことになります。

最も高い増加率であるべき営業利益は、徹底した経費の削減
を適切なマネジメントサイクルで管理していく必要があります。

営業収益の増加は、附帯事業等の推進で努力していく必要が
あります。

また、経営資本については、使用者の理解が得られるよう適
切に、かつ、戦略的に整備していかなければなりません。

加えて、水道事業の経営には、町民等のみなさんの声を十分
に反映させていくことが重要です。

業務再構築にあたって、本計画では集中改革プランとして次
のことに取組みます。

７－４ 経営分析のまとめ
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８ 使用者の意識

８－１ アウトリーチの結果

使用者の声を計画に十分反映させるためには、従来行って
いたようなアンケートでは町民等の即時的な要求を正確に把
握できません。
それを解決するため、本計画策定にあたってアウトリーチ

手法を活用しました。

１ あらかじめ項目を定めず「現在、矢巾町水道事業で最も
重要だと思うことは何ですか」という質問には次のような回
答をいただきました。

安 全

料 金

おいしさ

危 機管理

水 圧

分 からな い

回答
安全 ５８１
料金 ４１
おいしさ ３２
危機管理 ６
水圧 ３
分からない・無回答 ３７

この調査は、ＪＲ矢幅駅、町内ショッピングセンター、役場ホールで行いま
した。
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８ 使用者の意識

２ あらかじめ項目を定めず「将来、矢巾町水道事業が最も重
点的に取組むべきと思うことは何ですか」という質問には次の
ような回答をいただきました。

安全

料金

おいしさ

合併

危機管理

分からな い

回答
安全 ５８５
料金 ４０
おいしさ ２８
危機管理 ７
合併 ３
分からない・無回答 ３７

即時的なニーズでは、将来の矢巾町水道事業が最も重点
的に取組むべきことは「安全」という回答が最多となりま
した。「料金」や「おいしさ」が数を減らしましたが「安
全」、「危機管理」が数を増やし、「合併」という回答が
新たにありました。
このことから、将来にわたって「安全」な水道であるこ

とが使用者の最大の関心事であるということが分かります。

この調査は、ＪＲ矢幅駅、町内ショッピングセンター、役場ホールで行いま
した。
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９ 将来像実現に向けた取組み項目

９－１ 水源の安定確保（対象事業・第３次拡張事業）

簗川ダムからの取水計画に基づいた上水道の供給を推進
します。
新たな水源の確保に努めます。

９－２ 給・配水施設の整備促進（対象事業・第３次拡張事業）

本町では、本計画の策定にあたり現状の資産の状況、経営
の状況、使用者の意識調査をもとに現状の分析と将来の見通
しを明らかにしました。

その上で、「安心」「安定」「持続」「国際」「環境」
「再構築」のキーワードとして、今後の目指すべき水道を明
らかにするとともに、その実現に向けた具体的な個別事業と
取組み内容を下記のとおり策定しました。

これらを確実に実行し、安全で快適なやすらぎのあるまちづ
くりの実現できるよう努めます。

平成２２年度に普及率１００％を目指します。
東西連絡管などの給・配水管網の整備を進めます。
漏水防止対策に取り組みます。
有収率の向上に努めます。
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将来像実現に向けた取組み項目

９－６ 情報公開と住民参画

９－４ 危機管理対応能力の向上

９－５ 新たな危機への対応

広報活動の徹底（平成１７年度～）
情報連絡体制の強化（平成１７年度～）
広域的な危機管理の推進（平成１８年度～）
危機管理訓練の実施（平成１８年度～）

新型インフルエンザ（平成１８年度～）
テロ対策（平成１９年度～）

広報誌・インターネット（平成１８年度～）
事業への参画（平成１８年度～）

９－３ 経営の再構築（矢巾町水道事業集中改革プラン）

月次経営統制の実施（平成１８年度～）
業務の構造化の推進（平成１７年度～）
拘束的な財政計画の策定（平成１７年度～）
階層化意思決定法の採用（平成１８年度～）
矢巾町水道事業パブリックコメント要綱の施行（平成１８年度～）
アウトリーチの活用（平成１８年度～）
附帯事業の推進（平成１７年度～）
環境配慮水準の向上（平成１７年度～）
地域貢献（平成１７年度～）
ナレッジマネジメント＆人ざい２育成の推進（平成１７年度～）
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１０ 経営の再構築

１０－１ 月次経営統制の実施

マネジメントサイクルを１か月とし、毎月決算を行うとと
もに経営分析を行い、管理者の権限を行う町長に対して管理
会計の情報提供を行います。
また、その情報は毎月、ホームページで公開し、財務情報

等の透明性を高めます。

月次経営統制は平成１７年度を試行期間とし、平成１
８年４月から実施します。
なお、公表は平成１８年度中に行います。

実施時期

１０－２ 業務の構造化の推進

業務の棚卸を実施し、水道事業の業務体系を明らかにし
て、それをもとに戦略的に経営を行います。

業務棚卸は平成１７年度から実施します。
予算編成時期、各年度終了後に定期的に業務体系の見

直しを行います。

実施時期
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１０ 経営の再構築

１０－３ 水道事業会計財政計画

この水道事業会計財政計画は、平成１７年度から平成２１
年度までのすべての計画について、その基本となるものです。
内容は細節から積上げることにより精度を高めています。
計画期間中は、予算の作成段階での計画の変更は原則認め

ません。
財政計画を拘束的なものとすることで各々の計画をより実

効的なものとします。

水道事業会計財政計画は本計画の策定にあたって、財政
部分の中心となるものです。

１０－４ 階層化意思決定法（ＡＨＰ）の採用

複雑な状況下にある問題を階層構造に分解する作業は、
業務棚卸として平成１７年度から実施します。
ＡＨＰを活用することにより、一般的に客観的に測定で

きないと考えられていた感覚情報を偏った主観に陥ること
のない総合判断にまとめるものです。
なお、平成１８年から平成２１年まで施行期間として導

入し、平成２２年度からの第６次総合計画（後期計画）の
実施に当たっては、矢巾町水道事業評価システムとして導
入を目指します。

階層化意思決定法は平成１８年度から実施しますが、今
回の集中改革プランの計画期間にあたる第６次総合計画
（前期計画）の期間は試行期間とします。

実施時期

実施時期
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１０ 経営の再構築

１０－５ 矢巾町水道事業パブリックコメント要綱の施行

地方分権時代の標準装備ともいわれるパブリックコメン
ト制度を水道事業独自の取組みとして要綱を策定します。

予告期間を設けるなど、独自色を出し政策・施策に町民
等の声を反映させる仕組みを制度化します。

矢巾町水道事業パブリックコメント要綱は、平成１７年
度は制度研究を実施し、それを踏まえ平成１８年度から施
行します。

１０－６ アウトリーチの活用

パブリックコメント制度が地方分権時代の標準装備なら、
アウトリーチは特別なオプションという位置づけとなる手
法です。サイレントマジョリティやステークホルダーの意
見を積極的に集約する方法であり住民参加の手法として活
用します。

アウトリーチは、平成１７年度に制度研究を実施し、
それを踏まえ平成１８年度から活用します。

実施時期

実施時期
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経営の再構築

１０－８ 環境配慮水準の向上

１０－７ 附帯事業の推進

本町では、全国で２例目となった検針票への企業広告掲
載を業務再構築元年と位置付けた平成１３年から実施して
います。そのノウハウは「矢巾方式」として他の事業体の
モデルとされているところであり、本計画期間においても
積極的に推進します。
なお、平成１８年度からは水道事業のホームページにバ

ナー広告を募集し附帯事業を推進します。

検針票広告は平成１３年度から実施しています。ホーム
ページバナー広告は平成１８年度から募集します。

環境問題に対しては、水道事業者としての社会的責任を果
たすため、「都市と農村、自然が互いに調和し共生するま
ち」を目指し、先人が残してくれた、緑豊かな自然環境を維
持し、発展させ、水と緑と澄んだ空気に溢れる郷土の環境保
全と創造に取組むため、水道事業として環境方針に対する意
識を高め、環境への負荷の少ない事務事業を推進し、町の環
境マネジメントシステム（ＩＳＯ１４００１）の運用による
環境配慮水準の継続的向上に努めます。

環境配慮水準の向上は平成１７年度から実施します。

実施時期

実施時期
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経営の再構築

１０－１０ ナレッジマネジメント＆人ざい２育成の推進

１０－９ 地域貢献

福祉サイドと連携し、水道メーター検針時の情報により独
居老人の安否確認を行う。
また、コミュニティ組織・小学生等の施設見学、出前水道

教室の実施、インターンシップの受入等を積極的に行うこと
により社会教育に貢献する。

地域貢献に向けた取組みは平成１７年度から実施します。

組織内で各々が所有する情報や知的財産を組織全体で管
理・共有するための仕組みを制度化します。ノウハウや熟
練した技術者のスキルなどを修得する機会を増やすことに
より、組織の情報管理能力や施設管理のスキル・経営のノ
ウハウといった水準を向上させます。
また、その成果として育成されるべき人材の水準を「人

ざい２」という目標をもって推進します。

ナレッジマネジメントは、平成１３年度から実施して
いるが、今後もその向上に努める。

実施時期

実施時期
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１１ 危機管理対応能力の向上

１１－１ 広報活動の徹底

災害時などの緊急時に、速やかに現地において広報活動
を実施するとともに、給水拠点などの情報を提供します。

１１－２ 情報連絡体制の強化

災害時に電話回線が不通となる場合を想定し、防災無線
等の通信機能の整備を進めるとともに、携帯電話を災害時
優先電話に切替えます。

１１－３ 広域的な危機管理の推進

隣接自治体との緊急連絡管の整備等について調整を進め、
広域的な危機管理体制の強化の推進を図ります。

１１－４ 危機管理訓練の実施

緊急対応時の業務分担に基づき、随時、危機管理訓練を
実施します。
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１２ 新たな危機への対応

１２－１ 新型インフルエンザ

新型インフルエンザが発生した場合、社会機能を維持し、ライ
フラインとしての水道を安定的に供給するためには職員の感染
予防は極めて重要であり、組織として対応していく必要がありま
す。

このことから、本町では国及び県が具体的行動指針等を公表
するまでの当分の間、以下のとおり対応します。

岩手県新型インフルエンザ対策対応方針において、危機管理
レベルⅣ（県外でヒトからヒトへの新型インフルエンザの感染が
確認された場合）とされた場合、担当課長の指示により（別に定
める行動指針）組織的な感染予防策を講じ感染の防御に努めま
す。

１２－２ テロ対策

テロ対策などでは、水源の監視や、浄水場などの警備対
策の強化を図ります。

－３８－



１３ 情報公開と住民参画

１３－１ 広報紙・インターネット

広報紙やインターネットを活用し、水質情報や経営状況
等について客観的で分かり易い情報を積極的に提供し、事
業遂行に当たっての説明責任及び経営の透明性を確保して
いきます。

１３－２ 事業への参画

矢巾町水道事業パブリックコメント要綱に基づき、意思
形成の過程から、町民等の事業参画を推進し、事業に対す
る透明性を確保します。

また、アウトリーチ手法も積極的に活用し、町民等の
ニーズの把握に努めます。
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水道事業ガイドラインに基づく業務指標

－４０－

１４ 資料編
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